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令和 7年度予算見積調書(2月補正予算) 課室名:

説明事業

高齢者福祉課
担当名: 総務・高齢企画担当

内線: 3263 (単位：千円)
会計

S46 老人クラブ活動助成費 一般会
計

民生費 社会福
祉費

項
老人福祉費 高齢者社会活動推進費

番号 事業名

事 業
期 間

昭和38年度～ 根 拠
法 令

老人福祉法第13条（任意）

款

針路 06
分野施策 0603

１　事業概要 ５　事業説明

SDGsｺﾞｰﾙ
SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

3

　老人クラブによる社会奉仕活動の促進、教養の向上、
健康の増進を図るため、その活動等に要する経費を補助
する。

　ア　市町村老人クラブ等活動助成事業　△670千円
　イ　老人クラブ等活動推進員設置事業　 　 0千円
　ウ　健康づくり支援事業　　　　　　　 　 0千円

（１）事業内容
　　ア　市町村老人クラブ等活動助成事業　26,379千円
　　 (ｱ)　単位老人クラブ助成
　　　　　高齢者の生きがいと健康づくり活動や社会貢献活動等を行う老人クラブに対し、その経費を助成した市町村に
　　　　対し補助する。
　　 (ｲ)　市町村老人クラブ連合会助成
　　　  　高齢者の社会活動を促進するため、老人クラブに対する指導事業及び高齢者の幅広い社会活動促進のための
　　　　事業を行う市町村老人クラブ連合会に対し、その経費を助成した市町村に補助する。
　　イ　老人クラブ等活動推進員設置事業　 6,102千円
　　　　（公財）埼玉県老人クラブ連合会に対し、老人クラブ等活動推進員の設置に係る費用を補助する。
　　ウ　健康づくり支援事業　　　　　　　 1,322千円
　　　　各単位老人クラブの若手会員を対象に老人クラブ健康づくり大学を開催し、各老人クラブの活動をリードする
　　　人材の養成を図る。
（２）事業計画
　　ア　市町村老人クラブ等活動助成事業
　　　　（令和7年度助成対象見込み）※政令市・中核市を除く
　　　　　・老人クラブ数　　　　　　　　1,640クラブ
　　　　　・市町村老人クラブ連合会数　　   59連合会
　　　　　・老人クラブ会員数　　　　　 69,040人
　　イ　老人クラブ等活動推進員設置事業　→　老人クラブ活動推進員の設置費用の一部を補助
　　ウ　埼玉県老人クラブ健康づくり大学(座学及び実技講座)の実施
（３）事業効果
　　　地域で多様な居場所を提供する老人クラブ活動を支援することにより、高齢者の地域・社会活動への参加を促進す
　　る。
　　　【活動指標(アウトプット)】市町村老人クラブ等の活動に対する補助：1,640クラブ(見込み)、59連合会
　　　【成果指標(アウトカム)】地域・社会活動に参加経験のある65歳以上の県民の割合：50.0%(令和8年度)
（４）補正予算の概要
　　　補助算定基準である老人クラブ数等が見込みを下回ったことによる市町村への補助額の減

２　事業主体及び負担区分
【厚生労働省】
在宅福祉事業費補助金
ア　(国1/3･県1/3)市1/3
イ、ウ　(国1/2･県1/2)事業者0

３　地方財政措置の状況
普通交付税(単位費用)
（区分）高齢者保健福祉費　（細目）高齢者福祉費
（細節）高齢者福祉対策費
（積算内容）在宅福祉事業費補助金

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.4人＝3,800千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
補正後の
予算額国庫支出金

決定額 △670 △670

現計額 34,473 17,236 17,237

― 福祉部 46 ―

人生100年を見据えたシニア活躍の推進

0 33,803

高齢者の活躍支援



 

事業名

単位事業名 予算額 △ 670千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 補正予算額 対前年度増減額

国庫支出金・ △670 ― 【厚生労働省】
社会福祉費補助金 在宅福祉事業費補助金

補助率　1/2

合計 △670 ―

　
○歳出 （単位：千円）

節 補正予算額 対前年度増減額

負担金、補助及び交付金 △670 ― 単位老人クラブへの補助金、市町村老人クラブ連合会への補助金の
減

合計 △670 ―

事業内訳書

老人クラブ活動助成費

市町村老人クラブ等活動助成事業

主な内容

主な内容


